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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
パネル本体の下端部に閉塞部材を備え、パネル本体をデスク本体の反使用端側に配置した
際に当該パネル本体の下端部と天板面との間に形成される隙間を前記閉塞部材で閉塞する
ものであって、
　前記閉塞部材は、前記パネル本体の下端面に取り付けられる取付片と、この取付片から
垂下する垂下片とを一体的に備え、垂下片は、前記パネル本体の下方に配置された際に当
該パネル本体の厚み寸法内で上部領域が下部垂下領域に対し厚み方向に変位する形状をな
すとともに、取付片の下方かつ下部垂下領域の上方に取付具の導入空間を形成したもので
あり、
　この導入空間に導入した取付具により前記閉塞部材を前記パネル本体に取り付けて固定
閉塞部としたことを特徴とするデスクトップパネル。
【請求項２】
閉塞部材が、一枚の金属製の板材を塑性変形加工して、取付片及び閉塞部材を一体に形成
したものであり、下部垂下領域の垂下端側に塑性変形による丸め部が形成されている請求
項１記載のデスクトップパネル。
【請求項３】
閉塞部材が、少なくとも垂下端側に樹脂等による変形可能な撓み部を備えており、必要に
応じて撓み部を変形させて閉塞部分を開放し得るようにしている請求項１記載のデスクト
ップパネル。
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【請求項４】
請求項１～３記載のデスクトップパネルを、天板面との間に所定の隙間を形成しつつデス
ク本体の反使用端側に取り付け、前記隙間を閉塞部材で閉塞したものであって、閉塞部材
は、下部垂下領域を上部領域に対しデスク本体の反使用端側に変位させ、取付具の導入空
間を反使用端側に開放した状態に取り付けられることを特徴とするデスク。
【請求項５】
デスクトップパネルがデスク本体の反使用端よりも厚み寸法の半分程度持ち出した位置に
配置され、閉塞部材の下部垂下領域がパネル厚み方向の中央付近においてデスク本体の反
使用端近傍の天板面に接している請求項４記載のデスク。
【請求項６】
デスク本体の反使用端側にあって天板とともに天板面を構成する配線カバーが、略水平姿
勢をなして下方の配線空間を閉止する閉止位置と起立姿勢をなして前記配線空間を開放す
る開放位置との間で開閉可能とされるものにおいて、前記閉塞部材が、起立した配線カバ
ーと干渉しない状態で設けられている請求項４記載のデスク。
【請求項７】
デスクトップパネルがデスク本体の反使用端よりも厚み寸法の半分程度持ち出した位置に
配置され、閉塞部材の下部垂下領域がパネル厚み方向の中央付近においてデスク本体の反
使用端近傍の天板面に接しているものにおいて、前記閉塞部材が、突き合わせたデスク本
体の反使用端側から起立する一対の配線カバーの間に収まるように構成される請求項６記
載のデスク。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デスク本体の反使用端側に取り付けられるデスクトップパネル及びそれを取
り付けたデスクに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、この種のデスクトップパネルとして、パネル本体を天板面から上方へ所定距
離離間した位置に配置し、その下方に隙間を設けたものが知られている（例えば、特許文
献１参照）。
【０００３】
　同文献のものは、パネル本体の下端両側部より一対の取付部が垂下して、その取付部の
下端を机に取り付けた状態でパネル本体とデスクの上面との間に隙間を形成するものであ
る。そして、この隙間を開閉すべく、パネル本体の下端に閉塞板を開閉可能に取り付けて
、通常は完全遮蔽形としてプライバシーの保全を図り、必要に応じてデスクトップパネル
の下部隙間を開放することで、対面する人同士の対話や書類などの授受を可能にしている
。また、デスクトップパネルの下方に位置する配線カバーは、一対の対向配置されたデス
ク本体にまたがって配置されており、かかる配線カバーを着脱する際にも、閉塞板を退避
させることによって干渉を回避するようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－１１９１１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、かかる特許文献の構造は、閉塞板が回転可能であって、パネル本体と閉塞板
との間に軸及び軸受からなる枢軸機構を設けなければならない。このため、パネル本体側
にも加工が必要であり、部品点数が多く構造が複雑でコスト増にも繋がる上に、既存のデ
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スクトップパネルに簡単に後付けすることもできないという難点がある。
【０００６】
　対話や書類の授受の必要がない場合には、デスクトップパネルの下端を天板上にそのま
ま接地させて隙間が生じないようにすればよいのであるが、その場合に配線カバーをデス
クトップパネルと干渉しない位置まで手前にずらして設けると天板上の執務スペースが狭
められるため、何らかの対策が必要になる。
【０００７】
　そこで、特開２００８－１１９１１５号公報に示されるものなどは、デスクトップパネ
ルを構成するパネル本体それ自体に厚み方向の凹所を設け、配線カバーを上向きに回動さ
せて起立させたときに前記凹所に収容させるようにして、天板上の執務スペースを狭めず
に配線カバーの干渉回避を実現している。しかしながら、これだと凹部が配線カバーのサ
イズに合わせて必要以上に大きくなり、また、配線カバーの取付構造やデスクトップパネ
ル自体の形状も特殊になるため、既存のデスクやデスクトップパネルに適用することがで
きないという特許文献１と同様の課題を抱えることになる。
【０００８】
　さらに、これら特許文献のものは、予めパネル本体に閉塞板を取り付け、或いは凹所を
形成しておかなければ、後付けでの組み付けが難しいものである。
【０００９】
　本発明は、天板面の執務スペースを確保すべく、デスクトップパネルを構成するパネル
本体を天板面から高い位置に配置するパネル取付構造を前提として、その下方に天板との
隙間を塞ぐ閉塞部材を簡単、適切に配置することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、かかる目的を達成するために、次のような手段を講じたものである。
【００１１】
　すなわち、本発明のデスクトップパネルは、パネル本体の下端部に閉塞部材を備え、パ
ネル本体をデスク本体の反使用端側に配置した際に当該パネル本体の下端部と天板面との
間に形成される隙間を前記閉塞部材で閉塞するものであって、前記閉塞部材は、前記パネ
ル本体の下端面に取り付けられる取付片と、この取付片から垂下する垂下片とを一体的に
備え、垂下片は、前記パネル本体の下方に配置された際に当該パネル本体の厚み寸法内で
上部領域が下部垂下領域に対し厚み方向に変位する形状をなすとともに、取付片の下方か
つ下部垂下領域の上方に取付具の導入空間を形成したものであり、この導入空間に導入し
た取付具により前記閉塞部材を前記パネル本体に取り付けて固定閉塞部としたことを特徴
とする。
【００１２】
　ここで天板面とは、天板そのものの上面のほか、デスク本体の反使用端側に配置されて
上面を天板の上面と略面一にする配線カバーの上面も含まれる。
【００１３】
　このように構成すれば、閉塞部材自体の構造やその取付構造が簡素となり、しかもパネ
ル本体の下端面に閉塞部材を取付具で取り付けるだけであるため簡単に後付けができ、更
に下部垂下領域をパネル本体の厚み方向に沿って天板の執務スペースから極力退避する方
向に変位させて配せば天板上の執務スペースを狭めることも配線カバーと干渉する可能性
も低減することができる。さらにまた、取付具の導入空間を介して取付片がパネル本体の
下方に開放するため、パネル本体をデスクに取り付けた状態でも必要に応じてパネル本体
に対する閉塞部材の着脱を簡易に行うことが可能となる。その導入空間は、配線カバーを
収容するものではないため、配線カバーのサイズに合わせて不必要に大きくなることもな
い。
【００１４】
　シンプルな構造で必要な機能を備えた閉塞部材を実現するためには、閉塞部材が、一枚
の金属製の板材を塑性変形加工して、取付片及び閉塞部材を一体に形成したものであり、
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下部垂下領域の垂下端側に塑性変形による丸め部が形成されていることが望ましい。
【００１５】
　閉塞部材に配線その他の物品を挿し通す機能を付与するためには、当該閉塞部材が、少
なくとも垂下端側に樹脂等による変形可能な撓み部を備えており、必要に応じて撓み部を
変形させて閉塞部分を開放し得るようにしていることが好ましい。
【００１６】
　デスクトップパネルを、天板面との間に所定の隙間を形成しつつデスク本体の反使用端
側に取り付け、前記隙間を閉塞部材で閉塞する際には、閉塞部材は、下部垂下領域を上部
領域に対しデスク本体の反使用端側に変位させ、取付具の導入空間を反使用端側に開放し
て取り付けられることが望ましい。
【００１７】
　単体でデスクを使用する際に閉塞部材の収まりを良好にすると同時に対面使用状態の適
正化も図るためには、デスクトップパネルがデスク本体の反使用端よりも厚み寸法の半分
程度持ち出した位置に配置され、閉塞部材の下部垂下領域がパネル厚み方向の中央付近に
おいてデスク本体の反使用端近傍の天板面に接していることが好ましい。
【００１８】
　デスク本体の反使用端側にあって天板とともに天板面を構成する配線カバーが、略水平
姿勢をなして下方の配線空間を閉止する閉止位置と起立姿勢をなして前記配線空間を開放
する開放位置との間で開閉可能とされるデスクにおいては、前記閉塞部材が、起立した配
線カバーと干渉しない状態で設けられていることが望ましい。
【００１９】
　デスクを対面使用するために、デスクトップパネルがデスク本体の反使用端よりも厚み
寸法の半分程度持ち出した位置に配置され、閉塞部材の下部垂下領域がパネル厚み方向の
中央付近においてデスク本体の反使用端近傍の天板面に接しているものにおいては、前記
閉塞部材は、突き合わせたデスク本体の反使用端側から起立する一対の配線カバーの間に
収まるように構成されることが好ましい。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明は、以上説明した構成であるから、天板面の執務スペースを確保すべく、デスク
トップパネルを構成するパネル本体を天板面から高い位置に配置するパネル取付構造に対
して、その下方に天板との隙間を塞ぐ閉塞部材を常設するにあたり、閉塞部材自体の構造
やその取付構造を簡素化することができ、しかもパネル本体に簡単に後付けで閉塞部材を
取り付けても天板上の執務スペースを狭めずに配線カバーとの干渉を回避することができ
、更にパネル本体をデスクに取り付けた状態でも必要に応じてパネル本体に対して閉塞部
材の着脱を簡易に行えるようにした、新たな構造のデスクトップパネル及びこれを取り付
けたデスクを提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一実施形態に係るデスクトップパネルを適用したデスクの斜視図。
【図２】同デスクトップパネルに使用されている閉塞部材の側面図。
【図３】同デスクの正面図。
【図４】同デスクの側面図。
【図５】図４の要部拡大図。
【図６】本発明の他の実施形態に係るデスクトップパネルの斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の一実施形態を、図面を参照して説明する。
【００２３】
　図１は、この実施形態のデスクトップパネルを適用したデスク１を示している。このデ
スク１は、左右の脚体１１ａ、１１ｂに天板１２を支持させるとともに、天板１２の後方
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すなわちデスク本体１Ａの反使用端１Ｒ側に、左右の脚体１１ａ、１１ｂに支持させて配
線カバー１３を配置している。配線カバー１３は、図５（ａ）に示すように、略水平姿勢
をなして下方の配線空間Ｚを閉止する閉止位置Ｐと起立姿勢をなして前記配線空間Ｚを開
放する開放位置Ｑとの間で開閉動作を行うように組み込まれており、閉止位置Ｐでその上
面１３ｂは、天板１２とともに天板面Ａを構成している。
【００２４】
　そして、図１に示すデスク本体１Ａの反使用端１Ｒ側において、左右の脚体１１ａ、１
１ｂ間にデスクトップパネル２を取り付けている。このデスクトップパネル２は、パネル
本体２Ａの両側部２１ａ、２１ｂに一対のブラケット２２、２２を有し、その下端側に設
定した取付部２２ａを下方に垂下させて、その取付部２２ａをデスク本体２を構成する左
右の脚体１１ａ、１１ｂに取り付け、取付部２２ａのうち天板面Ａ上に表出する部分をカ
バー２２ｂで覆っているものである。このデスクトップパネル２は、図２（ｂ）にも示す
ように、厚み寸法ｄの半分程度（ｄ／２）をデスク本体２の反使用端１Ｒから後方に持ち
出した位置に配置されている。
【００２５】
　しかして、前記パネル本体２Ａと天板面Ａとの間には、前記カバー２２ａの上下寸法に
略対応した隙間Δが生じ、この隙間Δを塞ぐ必要がある。
【００２６】
　そこで本実施形態は、かかる隙間Δを閉塞すべく、閉塞部材３を採用している。この閉
塞部材３は、図２（ａ）、（ｂ）に示すように、金属製の板材を塑性変形可能したもので
、前記パネル本体２Ａの下端面２３ａに取り付けられる取付片３１と、この取付片３１か
ら垂下する垂下片３２とを一体に備え、前記垂下片３２は、下部垂下領域３３が上部領域
を構成する上部垂下片３４に対しパネル厚み方向Ｙに沿って変位した位置に設定されてい
る。より詳しくは、垂下片３２は取付片３１とともにパネル本体２Ａの厚み寸法ｄ内に収
まるように構成されているもので、下部垂下領域３３がパネル厚み方向Ｙの中央付近に位
置し、上部領域を構成する上部垂下片３４がパネル本体２Ａの前面付近に位置し、その間
が傾斜した接続片３５によって接続されている。この接続片３５も上部領域の一部を構成
している。下部垂下領域３３の垂下端３３ａ側には、折り返すことによって丸め部３３ｂ
が形成してある。取付片３１の下方かつ下部垂下領域３３の上方に形成される前記上部垂
下片３４及び接続片３５を含む上部領域を底とする凹状の空間は、ねじ等の取付具４を導
入するための導入空間Ｓとされ、この導入空間Ｓに取付具４を導入し、この取付具４を取
付片３１を介してパネル本体２Ａに設けたネジ孔２４に締着することによって、閉塞部材
３の長手方向に沿った複数個所をパネル本体２Ａに取り付けるようにしている。
【００２７】
　閉塞部材３とデスク本体１Ａとの関係について説明すると、図１、図２（ｂ）、並びに
図３～図５に示すように、閉塞部材３は、下部垂下領域３３を上部垂下片３４等よりなる
上部領域に対しデスク本体１Ａの反使用端１Ｒ側に変位させ、取付具４の導入空間Ｓを反
使用端１Ｒ側に開放して取り付けられ、固定閉塞部３Ｚを構成する。したがって、デスク
１が図２（ｂ）における実線及び図５（ａ）に示す単体の状態にあるときには、デスク本
体１Ａの反使用端１Ｒ側において天板１２よりも低い位置から導入空間Ｓへの取付具４の
アクセスが可能な状態にある。このとき、閉塞部材３の下部垂下領域３３は、パネル厚み
方向Ｙの中央付近（ｄ／２付近）から垂下してデスク本体１Ａの反使用端１Ｒ近傍の天板
面Ａに接した状態にあって、隙間Δからの書類の落下等を適切に防ぐなど執務環境を整え
る。この閉塞部材３の取付位置は、図５（ａ）に示すように起立した配線カバー１３と干
渉しない位置に設定されている。また、このデスク１は図２（ｂ）における想像線並びに
図４、図５（ｂ）に示すように反使用端１Ｒ、１Ｒ同士を突き合わせて対面使用可能とさ
れ、そのときデスクトップパネル２は両天板面Ａ、Ａを跨ぐようにそれらの略中央に位置
し、閉塞部材３の下部垂下領域３３も両天板面Ａ、Ａの境界付近に位置することとなるが
、このとき閉塞部材３は、図５（ｂ）に示すように両デスク１、１の反使用端１Ｒ、１Ｒ
側から起立する一対の配線カバー１３、１３の間に収まるような位置及び形状に設定され
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ている。
【００２８】
　以上のように、本実施形態に係るデスクトップパネル２は、パネル本体２Ａの下端部２
３に閉塞部材３を備え、パネル本体２Ａをデスク本体１Ａの反使用端１Ｒ側に配置した際
に当該パネル本体２Ａの下端部２３と天板面Ａとの間に形成される隙間Δを前記閉塞部材
３で閉塞するものである。そして、前記閉塞部材３を、前記パネル本体２Ａの下端面２３
ａに取り付けられる取付片３１と、この取付片３１から垂下する垂下片３２とを一体的に
備えてなるものにし、垂下片３２は、前記パネル本体２Ａの下方に配置された際に当該パ
ネル本体２Ａの厚み寸法ｄ内で上部垂下片３４及び接続片３５よりなる上部領域を下部垂
下領域３３に対し厚み方向Ｙに変位する形状にして、取付片３１の下方かつ下部垂下領域
３３の上方に取付具４の導入空間Ｓを形成し、この導入空間Ｓに導入した取付具４により
前記閉塞部材３を前記パネル本体２Ａに取り付けて固定閉塞部３Ｚとしたものである。
【００２９】
　このため、閉塞部材３自体の構造やその取付構造を極めて簡素なものにすることができ
、しかもパネル本体２Ａの下端面２３ａに閉塞部材３を取付具４で取り付けるだけである
ため簡単に後付けができ、更に下部垂下領域３３をパネル本体２Ａの厚み方向Ｙに沿って
天板１２の執務スペースから極力退避する方向に変位させて配置しているので、天板１２
上の執務スペースを狭めることも配線カバー１３と干渉する可能性も低減することができ
る。さらにまた、取付具４の導入空間Ｓを介して取付片３１がパネル本体２Ａの下方に開
放するため、パネル本体２Ａをデスク１に取り付けた状態でも必要に応じてパネル本体２
Ａに対する閉塞部材３の着脱を簡易に行うことが可能となる。その導入空間Ｓは、配線カ
バー１３を収容するものではないため、配線カバー１３のサイズに合わせて不必要に大き
くなる不具合を生じることもない。
【００３０】
　また、閉塞部材３が、一枚の金属製の板材を塑性変形加工して、取付片３１及び閉塞部
材３を一体に形成したものであり、下部垂下領域３３の垂下端３３ａ側に塑性変形による
丸め部３３ｂが形成されているだけであるので、シンプルな構造で必要な機能を備えた閉
塞部材３を実現することができる。しかも、丸め部３３ｂを設けることで、エッジ処理を
適切に行い、閉塞部材３が天板面Ａを傷つけることを防止するとともに、その丸め量を通
して閉塞部材３の寸法にも簡単に対応することができる。
【００３１】
　そして、このようにしてなるデスク１は、前述のデスクトップパネル２を、天板面Ａと
の間に所定の隙間Δを形成しつつデスク本体１Ａの反使用端１Ｒ側に取り付け、前記隙間
Δを閉塞部材３で閉塞したものであって、閉塞部材３は、下部垂下領域３３を上部垂下片
３４及び接続変３５よりなる上部領域に対しデスク本体１Ａの反使用端１Ｒ側に変位させ
、取付具４の導入空間Ｓを反使用端１Ｒ側に開放して取り付けており、デスク本体１Ａの
反使用端１Ｒ側から取付具４の導入空間Ｓに対するアクセスが容易になるので、パネル本
体２Ａを取り付けた状態でも、閉塞部材３をパネル本体２Ａに対して簡単に着脱すること
ができる。
【００３２】
　さらに、デスクトップパネル２がデスク本体１Ａの反使用端１Ｒよりも厚み寸法ｄの半
分（ｄ／２）程度持ち出した位置に配置され、閉塞部材３の下部垂下領域３３がパネル厚
み方向Ｙの中央付近においてデスク本体１Ａの反使用端１Ｒ近傍の天板面Ａに接している
ので、単体でデスク１を使用する際に閉塞部材３の収まりが良好になるとともに、一対の
デスク１、１の反使用端１Ｒ、１Ｒ同士を突き合わせた状態で、閉塞部材３がデスクトッ
プパネル２とともに天板面Ａのほぼ境界付近に位置するため、閉塞部材３を兼用でき、か
つ、何れのデスク１にとっても天板面Ａの作業領域を極力狭めず、配線カバー１３の使い
勝手も損なわない使用状態を確保することができる。
【００３３】
　さらにこのデスク１は、デスク本体１Ａの反使用端１Ｒ側にあって天板１２とともに天
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板面Ａを構成する配線カバー１３が、略水平姿勢をなして下方の配線空間Ｚを閉止する閉
止位置Ｐと起立姿勢をなして前記配線空間Ｚを開放する開放位置Ｑとの間で開閉可能とさ
れるものであるが、このようなデスク１にあって前記閉塞部材３が、起立した配線カバー
１３と干渉しない状態で設けられているので、閉塞部材３を常駐させても、デスク１の配
線機能が損なわれることを有効に防止することができる。
【００３４】
　加えて、デスクトップパネル２がデスク本体１Ａの反使用端１Ｒよりも厚み寸法ｄの半
分（ｄ／２）程度持ち出した位置に配置され、閉塞部材３の下部垂下領域３３がパネル厚
み方向Ｙの中央付近においてデスク本体１Ａの反使用端１Ｒ近傍の天板面Ａに接している
ものにおいて、前記閉塞部材３が、突き合わせたデスク本体１の反使用端１Ｒ側から起立
する一対の配線カバー１３の間に収まるように構成されているので、デスク１を対面使用
しても閉塞部材３によって各デスク１の配線機能が損なわれることを効果的に防止するこ
とができる。
【００３５】
　なお、各部の具体的な構成は、上述した実施形態のみに限定されるものではない。
【００３６】
　例えば、図６に示すものも、パネル本体２Ａの下端部２３に閉塞部材１０３を備え、パ
ネル本体２Ａをデスク本体１Ａの反使用端１Ｒ側に配置した際に当該パネル本体２Ａの下
端部２３と天板面Ａとの間に形成される隙間Δを前記閉塞部材１０３で閉塞することで、
固定閉塞部３Ｚをなすようにしている。この閉塞部材１０３は、樹脂押し出し成型体であ
る点で前記実施形態とは異なるものの、前記パネル本体２Ａの下端面２３ａに取り付けら
れる取付片１３１と、この取付片１３１から垂下する垂下片１３２とを一体的に備え、垂
下片１３２は、前記パネル本体２Ａの下方に配置された際に当該パネル本体２Ａの厚み寸
法ｄ内で上部垂下片１３４等よりなる上部領域を下部垂下領域１３３に対し厚み方向Ｙに
変位する形状をなすとともに、取付片１３１の下方かつ下部垂下領域１３３の上方に取付
具４の導入空間Ｓを形成している点で前記実施形態と同様である。そして、この導入空間
Ｓに導入した取付具４により前記閉塞部材１０３を前記パネル本体２Ａに取り付けて固定
閉塞部１０３Ｚとしている。このため、前記実施形態と同様の基本的作用効果を奏する。
【００３７】
　さらに、この閉塞部材１０３は、下部垂下領域１３３を軟質樹脂で、また上部垂下片１
３４等よりなる上部領域を取付片１３１とともに硬質樹脂で、二色成型すること等により
構成されており、軟質樹脂からなる下部垂下領域１３３は中空状にしていることとも相俟
って撓み変形の大きい撓み部１３６として設定されている。
【００３８】
　このように、少なくとも垂下端１３３ａ側に樹脂の押し出しによって成型した変形可能
な撓み部１３６を備え、必要に応じて撓み部１３６を変形させて閉塞部分を開放し得るよ
うにしているため、閉塞部材１０３が天板面Ａを傷つけることを防止できるとともに、閉
塞部材３の構造を複雑化することなく、撓み部１３６を変形させて配線その他の物品を挿
し通す機能を付与することができる。このように、閉塞部材１０３全体が樹脂製である場
合には、図示のように導入空間Ｓに導入する取付具４に取付片１３１全体を長手方向に沿
って抑える押さえ板の機能を持たせることが有効なものとなる。
【００３９】
　さらにまた、上記実施形態では上部領域が上部垂下片と傾斜した接続片とで構成されて
いたが、上部垂下片を省略して傾斜した接続片だけで上部領域を構成しても構わず、上部
領域の形状も図示例に限定されるものではない。
【００４０】
　その他の構成も、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変形が可能である。
【符号の説明】
【００４１】
１…デスク
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１Ａ…デスク本体
１Ｒ…反使用端
２…デスクトップパネル
２Ａ…パネル本体
３…閉塞部材
３Ｚ…固定閉塞部
４…取付具
１２…天板
１３…配線カバー
２３…下端部
２３ａ…下端面
３１…取付片
３２…垂下片
３３…下部垂下領域
３３ａ…垂下端
３３ｂ…丸め部
３４…上部垂下片（上部領域）
３５…接続片（上部領域）
３６…撓み部
Ａ…天板面
ｄ…厚み寸法
Ｓ…導入空間
Ｙ…パネル厚み方向
Ｚ…配線空間
Δ…隙間
【図１】 【図２】
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